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山元町運輸業等燃料高騰支援事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、燃料価格高騰の影響を受け、燃料経費が事業を圧迫している運輸業

等事業者に対し、予算の範囲内で、山元町運輸業等燃料高騰支援事業支援金（以下

「支援金」という。）を交付することにより、事業の継続及び経営の安定化を支援す

ることを目的とする。 

２ 支援金の交付等に関しては、この要綱に定めるもののほか、山元町補助金等交付規則

（平成４年山元町規則第２４号）の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱における運輸業等とは、一般乗用旅客自動車運送業、一般貨物自動車運

送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動車運送業及び自動車運転代行業をいう。 

 （支援対象者） 

第３条 支援金の交付対象者（以下「支援対象者」という。）は、次の各号のいずれにも

該当する者とする。 

⑴ 令和７年１２月３１日以前から町内に事業所又は住所を有し、かつ、町内におい

て運輸業等を営んでいる事業者で、令和８年１月１日以降も事業を継続しているこ

と。 

⑵ 運輸業等を営むにあたり、必要な営業許可等の取得又は届出をしていること。 

⑶ 山元町行政サービス制限実施要綱（平成２１年山元町告示第１５号）第２条第２

号に定める滞納者でないこと。 

⑷ 山元町暴力団排除条例（平成２５年山元町条例第１２号）第２条第３号に規定す

る暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者でないこ

と。 

（支援金の額） 

第４条 運送の用に直接供する車両１台当たりの支援金の額（以下「支援額」という。）

は、令和７年１月から令和７年１２月までの燃料使用数量（以下「燃料使用量」とい

う。）に１０円（以下「支援単価」という。）を乗じた額とし、支援額に１，０００

円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。ただし、支援額が１５万円を超え

る場合は、１５万円を上限とし、宮城県物流事業者エネルギー価格高騰緊急支援事業

費補助金又は宮城県旅客運送事業者燃料価格等高騰対策支援金（以下「県事業」とい

う。）により補助金等の交付を受けた場合は、当該金額を差し引くものとする。 

２ 複数台の車両を運行している場合の支援金は、支援額を合算した額とする。ただし、

当該車両のうち、運送の用に直接供しない車両及び運送の用に供することができない

車両については、支援金の対象外とする。 

３ 支援金の交付は、同一の支援対象者に対し一度に限るものとする。 

（申請の手続） 

第５条 支援金の交付を受けようとする者は、山元町運輸業等燃料高騰支援事業支援金交

付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、令和８年９月３０日ま

でに町長に申請しなければならない。 
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⑴ 誓約書（様式第２号） 

⑵ 事業の実施に必要な許可、届出等の写し 

⑶ 交付申請車両内訳表（様式第３号） 

⑷ 申請車両の自動車検査証の写し 

⑸ 燃料使用量が確認できる書類（領収書、納品書、管理台帳等）の写し 

⑹ 申請者（法人の場合は代表者）の本人確認書類の写し 

⑺ 申請者（法人の場合は法人名義）の口座番号が確認できる通帳等の写し 

⑻ 県事業の補助金等交付決定通知書の写し 

⑼ その他町長が必要と認める書類 

（支援金の交付決定及び通知） 

第６条 町長は、前条に規定する交付申請書及び添付書類の内容を審査のうえ、支援金を

交付することが適当と認めたときは、支援金の交付を決定し、山元町運輸業等燃料高

騰支援事業支援金交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するとともに、

申請者が指定した方法により支援金を交付するものとする。 

２ 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。 

３ 第３条の規定に該当せず、交付しないことを決定したときは、文書により申請者に通

知するものとする。 

（支援金の返還） 

第７条 町長は、支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとな

ったときは、当該交付決定を取り消すことができる。 

 ⑴ 第３条の要件を満たして支援金の交付決定を受けた者が、後日、交付要件を満たし

てないことが明らかとなったとき。 

⑵ 第５条の申請内容に虚偽があったとき。 

⑶ 誓約書（様式第２号）に誓約した内容に違反したとき。 

⑷ 前条第２項により付した条件に違反したとき。 

２ 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金

が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還

を命ずるものとする。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 


